
募集番号 2 

 

令和８年度みやこ町会計年度任用職員募集案内 

 

令和８年度みやこ町会計年度任用職員『文化交流センター施設管理員』を次のとおり募集します。 

 

1. 受付期間   令和 8年 1月 5日（月）～1月 21日（水） 平日のみ 

 

2. 募集内容等  募集職種：文化交流センター施設管理員 

採用予定人数 主な業務内容 

2 人 文化交流センターの施設管理、運営 

 

3. 勤務条件等 

任 用 期 間 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで 

勤 務 日 月曜日から金曜日で週 4日の勤務 

勤 務 時 間 8 時 30 分から 17 時までの 1日 7時間 45 分勤務（休憩時間 45 分） 

週 31 時間勤務 

時間外勤務  

勤 務 場 所 みやこ町文化交流センター 

給 与 等 日額：9,320 円～10,150 円 

賞与、通勤手当を支給（手当支給には、条件があります） 

社 会 保 険 厚生年金有、健康保険有、雇用保険有 

労 災 保 険 地方公務員災害補償基金、労働災害補償保険または町の公務災害補償制度のいずれ

かが適用されます。 

服 務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒の各規程が適用されます。（服務の宣誓、法

令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念

義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事等の制限） 

勤務日数に応じて年次有給休暇が付与されます。 

留 意 事 項 ・会計年度任用職員から正規職員への登用制度はありません。 

・給与・報酬額については、給与改定により、採用時に変更されることがあります。 

  



 

 

4. 応募資格等 

応募資格を満たすかたであっても、地方公務員法第 16条の規定に基づき、以下に該当する人は受験

できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行をうけることがなくなるまでの

者 

② みやこ町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

5. 申込方法 

「みやこ町会計年度任用職員任用申込書」に必要事項を記入のうえ、それぞれ担当課に提出してくださ

い。（郵送可。ただし 1月 21日㊌必着。不備がある場合、受付できないことがあります。） 

※ 申込は 1人 1件とし、複数の申込はできません。 

※ 申込書は、総務課人事係に用意しています。また、みやこ町ホームページからダウンロードする

こともできます。 

 

6. 面接等 

面接や日時などは各担当課から申込者に連絡します。（応募多数の場合は、書類による選考を行う場

合があります。） 

 

7. 申込先および問合せ先 

・普通自動車運転免許をお持ちの人 

・パソコン操作ができる人（ワード・エクセル） 

町長公室 政策企画係  ☎32-2511（内線 221） 


